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第５２９号

長崎県「緊急事態宣言」発令について
※8/27(金)から長崎市・佐世保市に「まん延防止等
重点措置」適用を予定

写真

※長崎県のコロナ情報については長崎県庁HPをご覧ください。
掲載ページはこちら。「長崎県 コロナ」で検索、又は、QR
コードを読み取りください。

長崎県では、８月１９日（木）、県下の感染段階をステー
ジ５（最高レベル）に引き上げ、県下全域に県独自の緊急事
態宣言が発令されました。（１９日、県内過去最高１１４
人）

大阪事務所のある大阪駅前第１ビル

・県外との往来自粛 ・外出自粛 ・家族以外との会食自粛
・飲食店への営業時間短縮 ・全国大会等（予選を含む）
への参加や準備を除き、部活動は中止 など

以下、宣言に伴う要請事項

（8月19日から9月12日まで）


